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「京都市地域企業の持続的発展に関する条例」（仮称）骨子案への 

主な御意見と御意見に対する本市の考え方について 

 

１ 条例骨子案全般について（１１５件） 

 ⑴ 全体に関する御意見 

主な御意見（要旨） 件数 御意見に対する本市の考え方 

【賛成，期待に関するもの】 

・ 全国に先がけて非常に良い条例案

だと思います。 

・ 条例を契機に地域企業がさらに元

気に活躍してほしいです。また条例

の趣旨を，中小企業だけでなく，京

都のまち全体に大きな影響を及ぼす

大企業も一体となって進めてほし

い。 

・ 地域企業が前面に出ているのが良

い。地域企業の持続的発展を後押し

するメッセージが伝わる条例にして

もらいたい。 

・ ここから生まれる具体的支援施策

に期待します。 

・ 市民ぐるみでの取組を支援できる

ものと感じた。 

・ 全体的に，より具体性をもたせる

ことを意識しているところが条例の

有効性につながるよいところかと思

いました。 

・ 制定される条例案をきっかけに，

今後より一層，地域に参画する企業

が増えることに期待しています。 

４６  

 本市では，「京都市中小企業未来力

会議」において延べ１，１６４名の参

加者の皆様の議論を経て策定された

「京都・地域企業宣言」の理念に賛同

し，５０年先，１００年先の未来を見

据えた，豊かで活力に満ちた持続可能

な共生社会を実現するため，市内企業

の９９．７％を占める中小企業をはじ

めとした地域企業を，市民ぐるみ・地

域ぐるみで応援していきたいと考え

ています。 

条例名を「京都市地域企業の持続的

発展の推進に関する条例」とし，本条

例の制定とともに，「地域企業応援プ

ロジェクト」をはじめ，実効性ある施

策を推進することによって，地域企業

の理念を浸透させ，経済のみならず，

地域全体の更なる発展につなげてま

いります。 

【反対に関するもの】 

・ 条例制定に反対。 

・ 拙速な条例づくりをやめ，一から

やり直すべきです。 

・ 条例の対象を「地域企業」とすべ

きでない。中小企業基本法や小規模

企業振興基本法に基づいた中小企業

者・小規模企業者を条例の対象とす

べき。 

５  

豊かで活力に満ちた地域社会を将

来にわたって持続させていくために

は，これまでの中小企業・小規模事業

者振興の取組を一歩進め，地域と繋が

り地域と共に継承・発展する「地域企

業」の理念に基づく取組が，市民ぐる

み・地域ぐるみで実践されることが必

要と考えます。 

このため本市では，「京都市中小企

業未来力会議」において延べ１，１６

４名の参加者の皆様の議論を経て策

定された「京都・地域企業宣言」の理
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主な御意見（要旨） 件数 御意見に対する本市の考え方 

念を尊重し，市内企業の９９．７％を

占める中小企業をはじめとした地域

企業を，市民ぐるみ・地域ぐるみで応

援する条例を制定するものです。 

【大学等との連携に関するもの】 

・ 京都で学ぶ学生が，京都の地域企

業で働いてもらう為，大学等の連携，

責務などが入れば良いと思います。 

・ 大学生から小学生に至るまで地域

企業に対する正しい理解を促し，学

び合う機会の創出と人財を地域企業

に輩出していくようなシステムづく

りも必要と考えます。 

４  

本市の基本的施策として「事業の担

い手の育成及び確保に関する施策」を

規定し，推進するとともに，「地域企

業による創造的活動の支援」として，

大学等との連携及び交流の促進その

他の必要な措置を講じることを掲げ，

地域企業の持続的発展を支援してま

いります。 

【本市以外の責務に関するもの】 

・ 企業家の責務，地域金融機関，行

政の責務も合わせて盛り込むべき。 

・ 大企業の役割を規定すべき。 

３  

骨子案の「地域企業の役割」を「地

域企業の責務」に変更するとともに，

「本市の責務」及び「市民の役割」等

を規定し，金融機関等ともしっかり連

携して，市民ぐるみで地域企業の持続

的発展に向けて取り組んでまいりま

す。 

【理念に関するもの】 

・ 理念は良いと思うが独創的な名称

をつけることで様々な位置付けや定

義が曖昧になると思う。整理整頓し

てほしい。 

２  

「京都・地域企業宣言」を踏まえ，

条例上の「地域企業」は「本市の区域

内に本店又は主たる事務所を有する

事業者」と定義します。 

そのうえで，条例の基本理念とし

て，「事業を通じて地域と共に発展」，

「自助努力及び地域企業連携の推

進」，「多様な担い手の活躍」を掲げる

とともに，地域企業の定義や責務等を

規定し，「地域企業応援プロジェクト」

をはじめ，実効性ある施策の推進によ

って地域企業の理念をしっかりと浸

透させてまいります。 

【その他】 

・ 京都と京都市の両方の文字が混合

しているため，京都市に統一した方

が良いのではないか。 

・ 前文は必ず入れてください。 

８  

条例の規定は，制定主体である「京

都市」（「本市」）に統一します。 

 また，「京都・地域企業宣言」の理

念への共感等を前文に掲げます。 
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⑵ 地域企業の実践や定義等に関する御意見 

主な御意見（要旨） 件数 御意見に対する本市の考え方 

【実践に関するもの】 

・ 企業がもっと前向き，積極的にな

らないといけない。骨子案も地域企

業の「役割」より，「責務」とはっき

りさせる方が良い。 

・ 「新たな地域企業」を生み出すこ

とも必要。それは単に行政の支援制

度だけに頼って取り組むものではな

く，今ある「地域企業」が中心とな

って，未来の京都を支えていく，新

たな事業者，仲間を集めていく，と

いった気概を持つことも大切。 

・ 学生から選ばれるような企業とな

れるよう，自社のレベルをあげ，成

長するよう，自助努力していくこと

が求められる。 

７  

 地域企業の持続的発展には，地域企

業の皆様の積極的な取組が重要です。

条例においても，「事業を通じて地域

と共に発展」，「自助努力及び地域企業

連携の推進」，「多様な担い手の活躍」

を基本理念としています。 

 そのうえで，骨子案の「地域企業の

役割」を「地域企業の責務」と変更し，

基本理念にのっとり，本市及び市民と

共に豊かで活力に満ちた地域社会を

将来にわたって形成するよう努める

ことを規定します。 

 さらに，「本市の責務」，「市民の役

割」も規定し，地域企業の理念を広く

浸透させ，中小企業をはじめとする地

域企業の持続的発展を，市民ぐるみで

推進してまいります。 

【定義に関するもの】 

・ 地域企業の定義を資本金や事業規

模ではなく，京都市内に本店等を有

する企業とすることは良いことだと

思う。 

・ 京都市伏見区で長年やってきまし

たが，少し前に城陽市に本社機能を

移しました。京都市を京都府下にし

て欲しい。 

３  

地域に根差し，地域と共に継承・発

展する「京都・地域企業宣言」の理念

を踏まえ，条例上，地域企業の定義は，

「本市の区域内に本店又は主たる事

務所を有する事業者」とします。 

一方で，市外の事業者の皆様にも

「京都・地域企業宣言」や本条例に共

感いただけるよう，市内で地域に貢献

頂く活動について，個別の施策におい

て引き続き支援していきます。 

 

⑶ 本市の施策等に関する御意見 

主な御意見（要旨） 件数 御意見に対する本市の考え方 

【施策全般に関するもの】 

・ 地域企業が持続的発展をとげるた

めに，要する支援の入口を厳しくし

てでも，中期的な持続支援ができる

ような施策を作っていただきたい。 

・ 前向きに頑張る企業は補助金に頼

らない。そういう企業を増やしてい

くべき。 

・ 具体的施策の例に「経営支援」と

２５  

「本市の責務」として，施策の策定

及び実施，地域企業の実態把握及び意

見の適切な反映を規定します。 

そのうえで，「基本的施策」として，

⑴「地域企業の持続的発展に関する広

報，啓発及び顕彰」，⑵「経営に関す

る相談の実施，起業及び事業の海外に

おける展開の促進その他地域企業の
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主な御意見（要旨） 件数 御意見に対する本市の考え方 

ありますが，京都市自体も経営難の

状況なので，自立経営に向けてお金

以外での援助策を考えて欲しい。 

・ 新しく企業が生まれやすい環境を

整えるという視点も重要になってく

ると思う。 

・ 地域企業の創造的活動に対する支

援として，京都市ソーシャルイノベ

ーション研究所の協力を無償もしく

は条件付きで得られるような取組が

必須ではないか。 

・ 企業防災への支援策をもっと充実

させてください 

・ 京都市の支援施策，具体的施策を

是非とも未来力会議の場や，事業者

を交えた形で議論・意見交換をして

いただきたい。 

・ 市の責務に係って，中小企業者全

体を視野に入れた支援施策の検討・

制定にならないのではないかと懸念

します。 

・ 市内全事業者の悉皆調査を行うこ

ととそのための予算措置をとること

を提案します。 

・ 市の責務の中に公契約条例的な地

域企業への発注義務を記載していた

だきたいと思います。 

経営の支援に関する施策」，⑶「事業

の担い手の育成及び確保に関する施

策」，⑷「受注の機会の拡大その他市

場における公正な取引の推進に関す

る施策」，⑸「地域における社会的活

動の推進に関する施策」を掲げるとと

もに，「創造的活動の支援」として，

地域企業間，大学，文化芸術に関する

者等との連携及び交流の促進，その他

の必要な措置を講じることを規定し

ます。 

条例の制定とともに，「地域企業応

援プロジェクト」をはじめ，実効性あ

る施策を推進することによって，地域

企業の理念を浸透させ，経済のみなら

ず，地域全体の更なる発展につなげて

まいります。 

 

【顕彰制度に関するもの】 

・ 企業と連携している福祉事業所や

ＮＰＯ，支援団体等も広く含めてい

ただき，幅広い中から顕彰いただき

たいと思います。 

・ 「地域企業宣言」に沿っている企

業を表彰すべき。基準は宣言。年数

を基準にするのは違う。 

・ 頑張っている職人を表彰すべき。

数多く，紙だけでもいいので表彰し

たら喜ばれる。 

・ 本骨子案の「9 顕彰制度」は削除

すべき。あえてするのであれば一企

業の成功事例の顕彰でなく，中小企

業振興の功労者を表彰すべき。 

７  

顕彰制度については，「京都・地域

企業宣言」の理念の浸透，地域企業の

在り方を市民ぐるみで共有し，さらに

広めるため，条例に規定し，企業間連

携，地域コミュニティの活性化，担い

手育成，新価値創造，自然環境保全等，

地域企業の持続的発展に関する取組

のモデルとなる事業者の皆様を表彰

してまいります。 

来年度からの実施に向けて，頂いた

御意見を参考に具体的な制度設計に

ついて検討を進めてまいります。 
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【創造的活動や会議体に関するもの】 

・ 企業間連携を推進するプラットフォ

ームとして未来力会議をより活性化

していってほしい。 

・ 条例に基づき執りおこなわれる具体

的施策について，一定期間経過後に

「地域企業宣言」の理念・精神に基づ

き検証し，さらに発展的な取り組みへ

と繋げていく場が必要と思います。 

・ 現在の未来力会議とははっきりと一

線を画した，地域企業の振興と地域の

発展について具体的な政策提言をで

きる公的機関としての位置づけであ

る振興会議の設置を要望します。 

５  

 本市では，意欲ある若手・中堅経営

者の皆様が核となり，大学関係者や行

政など幅広い方々に参画頂き，さら

に，経済団体や金融機関の代表の方々

を顧問として，業種の垣根を越えて提

言，行動される地域企業未来力会議を

設置しています。このような活動を一

層促進させるため，条例に「創造的活

動の支援」を規定します。 

 合わせて，平成３１年度から，地域

企業の様々なアイデアの実現に向け，

幅広い知見を持つコーディネーター

による助言，相談会の開催，企業間マ

ッチング等を行う「地域企業未来力創

出コーディネート事業」の実施を計画

しています。 

 また，条例では「本市の責務」とし

て，地域企業の実態把握及び意見の適

切な反映を規定します。 

 今後も，地域企業未来力会議をはじ

め，様々な場を通じて，現場の皆様の

声をお聞きし，施策に反映してまいり

ます。 

 

 

２ 「京都・地域企業宣言」について（９０件） 

主な御意見（要旨） 件数 御意見に対する本市の考え方 

【賛成，期待に関するもの】 

・ 企業自身が企業の進む方向，担う

べき責務を明確にしている点に共感

しました。 

・ 子供たちに未来を残すような取組

としていきたいです。 

・ 市内企業 99.7%が中小企業であり，

今後，活性化する為には地域企業の

もりあがりが必要となるので良いと

思います。 

・ 世界を相手にしていても，自分の

企業の軸足を確認することにつなが

る。 

・ 共生社会の担い手としての発想が

共感できる。 

７８  

本市では，「京都市中小企業未来力

会議」において延べ１，１６４名の参

加者の皆様の議論を経て策定された

「京都・地域企業宣言」の理念に賛同

し，５０年先，１００年先の未来を見

据えた，豊かで活力に満ちた持続可能

な共生社会を実現するため，市内企業

の９９．７％を占める中小企業をはじ

めとした地域企業を，市民ぐるみ・地

域ぐるみで応援していきたいと考え

ています。 

条例名を「京都市地域企業の持続的

発展の推進に関する条例」とし，本条

例の制定とともに，「地域企業応援プ
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主な御意見（要旨） 件数 御意見に対する本市の考え方 

・ 素晴らしいと思います！しかし，

市民の皆様にはまだまだ知られてい

ないように感じます。 

・ 事業規模に関わらず，全ての企業

が世の中にとって必要な会社になる

べきだと思います。 

・ 当協議会も地域で減少一途の「街

の電気屋さん」の廃業阻止のための

「事業継業応援支援センター」を立

ち上げ奮闘中，大いに共感できます。 

・ 京都の若手・中堅経営者の皆さん

が，自ら，京都のまちを盛り上げて

いこうという気概を，心強く思い共

感を覚えました。 

・ 自分たち地域企業が持続的発展を

続けることで，宣言に共感できる新

しい事業者を生み出す，呼び込む好

循環をつくりだしてほしい。 

ロジェクト」をはじめ，実効性ある施

策を推進することによって，地域企業

の理念を浸透させ，経済のみならず，

地域全体の更なる発展につなげてま

いります。 

【反対に関するもの】 

・ 共感はありません。 

・ 特に元・下関係では上位企業に有

利な，不平等な契約・取引が横行す

るもとで，企業規模による中小零細

への保護は不可欠である。決して対

等ではないもとで「自助努力」が第

一に掲げられていることに非常に違

和感をおぼえる。 

５  

 「京都・地域企業宣言」は，「京都

市中小企業未来力会議」創設以来，延

べ１，１６４名の参加者の皆さんの熱

心な議論を経て，取りまとめられたも

のであり，皆様の知恵と力の結晶で

す。 

地域企業の理念を掲げた本宣言の

実践が，豊かで活力に満ちた地域社会

を将来にわたって維持するためには

必要と考えます。 

そのため，「京都・地域企業宣言」

の実践を応援する条例を制定すると

ともに，実効性ある施策を推進し，中

小企業をはじめとした地域企業の持

続的発展を支援してまいります。 

【その他】 

・ 市内企業が宣言することには何も

意見はないが，なぜ条例化なのか説

明が必要。条例化以外の手法はない

のか。 

・ 生活文化の継承，安心安全，地域

コミュニティの活性化に対する貢献

については，「地域企業」の役割を担

７  

本市では，「京都・地域企業宣言」

の理念に賛同し，５０年先，１００年

先を見据え，地域企業とともに豊かで

活力に満ちた持続可能な共生社会を

実現に向け，市内企業の９９．７％を

占める中小企業をはじめとした地域

企業を，市民ぐるみ・地域ぐるみで応
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主な御意見（要旨） 件数 御意見に対する本市の考え方 

う事業者，従業員とその家族の表現

を明記してはどうか。 

・ 実際何が出来るのか，もう少し深

く読んでおきます。 

援していくためには，条例の制定が必

要なものと考えています。 

 頂いた御意見を参考に，条例の理念

を浸透させるための施策を推進して

いまいります。 

 

 

３ 「地域企業」とする考え方について（１１４件） 

主な御意見（要旨） 件数 御意見に対する本市の考え方 

【賛成，期待に関するもの】 

・ この考えが広まり，各ご当地の地

域企業がクローズアップされ脚光を

浴びると，我が国における東京一極

集中の打破，ひいては地方創生へと

つながる素晴らしいものになると思

います。 

・ ぜったいその方が良いと思う。つ

ながりの意味を含んでいる。 

・ 京都の企業として，大・中・小の

企業に関係なく，京都の活性に向け

て取り組むことは良いと思います。 

・ 賛成です。あえて中小などと記載

する必要はないと思います。 

・ LOVE KYOTO 等もっと親しみやす

い表現をキャッチコピーに入れても

いいのではないかと思います。 

・ 自分たちの仲間との意識が高まる

とともに変な商売が出来ないとの意

識づけにもなると思います。 

・ 京都は特に地域力が必要。どのよ

うな時もどのような時代にも伝統文

化を守る為に地域企業が大切です。 

・ 地域企業という概念とすることで，

地域との一体感，連帯感の醸成につ

ながるものと思います。 

・ 「中小企業」では，大企業があり，

中小零細企業があるとの価値観から

の脱却ができない。「地域企業」と明

記すれば，大小のスケールではなく

「何にどのように貢献しているか」

が明確になり，地域の活性化を企業

が率先して支援することが期待でき

９５  

本市では，「京都市中小企業未来力

会議」において延べ１，１６４名の参

加者の皆様の議論を経て策定された

「京都・地域企業宣言」の理念に賛同

し，５０年先，１００年先の未来を見

据えた，豊かで活力に満ちた持続可能

な共生社会を実現するため，市内企業

の９９．７％を占める中小企業をはじ

めとした地域企業を，市民ぐるみ・地

域ぐるみで応援していきたいと考え

ています。 

条例名を「京都市地域企業の持続的

発展の推進に関する条例」とし，本条

例の制定とともに，「地域企業応援プ

ロジェクト」をはじめ，実効性ある施

策を推進することによって，地域企業

の理念を浸透させ，経済のみならず，

地域全体の更なる発展につなげてま

いります。 
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主な御意見（要旨） 件数 御意見に対する本市の考え方 

るので賛成です。 

・ 賛成。「地域企業」は，企業の本質

であり大事なことを表していると思

います。 

【反対に関するもの】 

・ 「中小企業」で良いと思います。 

・ 中小・地域の変更に意味が無い様

に思う。 

・ 対象を，中小企業・小規模企業と

すべきです。 

６  

豊かで活力に満ちた地域社会を将

来にわたって持続させていくために

は，これまでの中小企業・小規模事業

者振興の取組を一歩進め，地域と繋が

り地域と共に継承・発展する「地域企

業」の理念に基づく取組が，市民ぐる

み・地域ぐるみで実践されることが必

要と考えます。 

このため本市では，「京都市中小企

業未来力会議」において延べ１，１６

４名の参加者の皆様の議論を経て策

定された「京都・地域企業宣言」の理

念を尊重し，市内企業の９９．７％を

占める中小企業をはじめとした地域

企業を，市民ぐるみ・地域ぐるみで応

援する条例を制定しようとするもの

です。 

合わせて，「地域企業応援プロジェ

クト」をはじめ，実効性ある施策を推

進することによって，経済のみなら

ず，地域全体の更なる発展につなげて

まいります。 

【その他】 

・ どちらでも良いと思います。 

・ 言葉の使い方は何でもいいと思う。 

・ 興味深い考え方だと思います。 

・ 理念は素晴らしいが，「地域企業」

にこだわることで小規模企業振興基

本法や中小企業憲章との整合性が分

かりにくくなると思います。 

・ 宣言では京都から世界へとなって

おり，世界のためという理由で，地

域（地方）のことは，あまり考えて

もらえなくなっていくのではない

か。 

１３  

「地域企業」は，これまでの中小企

業・小規模事業者振興の考え方を一歩

進め，「規模を基準とする中小企業で

はなく，地域と共に継承・発展する地

域企業」と掲げられた「京都・地域企

業宣言」にある理念です。 

本市は，この宣言の実践が，豊かで

活力に満ちた地域社会を将来にわた

って維持するために必要と考えます。 

「中小企業基本法」や「小規模企業

振興基本法」等に基づく取組も，これ

まで同様推進してまいります。 
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４ 「地域企業」の持続的発展への協力について（７０件） 

主な御意見（要旨） 件数 御意見に対する本市の考え方 

【自身の協力に関するもの】 

・ 社会の問題を十分に認識し，取り

組んでいる企業から物を買ったり，

支援したりする姿勢を取りたい。 

・ 地域企業のサービスや商品をなる

べく使ってみたいと思います。ただ，

中小企業はどうしても知名度が低い

ので，どのような企業があるのか知

る機会があればよいです。 

・ ネット販売や通信販売を否定する

訳ではないが，市民は可能な限り地

産地消に努力する。行政は地元スー

パーや商店を支援し，京都の産品や

企業・事業所のＰＲに努める。 

・ 同様のサービスを提供する複数の

企業があれば，地域企業のサービス

を選択するなど，企業が掲げる理念

にも配慮した消費行動をとりたい。 

・ どうしても大規模なスーパーやホ

ームセンターなどで，価格面や大手

という信頼感からお願いしてしまっ

ている。今後は，少し意識を変えて

いきたい。 

・ 地域企業の大切さを子供に伝えて

いきたいと考えています。 

・ 「地産・地消」を意識し，できる

だけ地域の企業を利用したい。 

５７  

本市では，「京都市中小企業未来力

会議」において延べ１，１６４名の参

加者の皆様の議論を経て策定された

「京都・地域企業宣言」の理念に賛同

し，５０年先，１００年先の未来を見

据えた，豊かで活力に満ちた持続可能

な共生社会を実現するため，市内企業

の９９．７％を占める中小企業をはじ

めとした地域企業を，市民ぐるみ・地

域ぐるみで応援していきたいと考え

ています。 

条例名を「京都市地域企業の持続的

発展の推進に関する条例」とし，本条

例の制定とともに，頂いた御意見を参

考に，市民の皆様が，地域企業につい

て理解を深め，地域企業の持続的発展

に積極的な役割を担っていただける

ような取組を，幅広い観点から検討し

てまいります。 

【反対に関するもの】 

・ まず，個人の自由が尊重されるべ

きであり，例え罰則のない努力義務

であっても条例に規定すべきではな

い。 

・ 自分には出来ることはありません。 

・ 本骨子案を撤回し，改めて多くの

中小企業団体や中小企業者の意見を

反映したものに作り替えた時には，

市民としてまた中小企業団体の一員

として可能な協力を惜しまないつも

りです。 

４  

「京都市中小企業未来力会議」にお

いて延べ１，１６４名の参加者の皆様

の議論を経て策定された「京都・地域

企業宣言」の理念を尊重し，生活文化

の継承，安心安全，地域コミュニティ

の活性化等で地域に貢献する地域企

業の持続的発展が，豊かで活力に満ち

た地域社会を将来にわたって維持す

るためには必要と考えています。 

地域企業の持続的発展を市民ぐる

みで推進するため，「本市の責務」さ

らに，「市民の役割」を規定します。 

今後，市民の皆様が，地域企業につ
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主な御意見（要旨） 件数 御意見に対する本市の考え方 

いて理解を深め，地域企業の持続的発

展に積極的な役割を担っていただけ

るような取組を，幅広い観点から検討

してまいります。 

【その他】 

・ 地域企業が京都市，日本，世界に

どのように良い影響を与えているの

か，CSR，SDGｓの観点から教えてほ

しいし，それを見て我々市民が応援

できるシステムがほしい。 

・ 是非一早くモデルとなる「地域企

業」の表彰を実現して，市民の皆さ

んに具体的にイメージが出来る流れ

になってほしいです。 

・ 多くの企業が中学生のチャレンジ

体験を積極的に受け入れていただく

ようになると助かります。 

・ 地域企業を利用する，大事にする

ことの大切さを市民レベルで分かり

易い何かがあると良いのでは。 

９  

頂いた御意見を参考に，「地域企業」

の理念をしっかりと広めるとともに，

実効性ある施策を検討，推進してまい

ります。 

 

 

 

５ 地域企業として取り組みたいこと等について（７１件） 

主な御意見（要旨） 件数 御意見に対する本市の考え方 

【自社の取組に関するもの】 

・ 持続可能な農業の仕組作りに取り

組みたい。行政とは「生ゴミ」の有

効活用の部分で助けてもらいたい。 

・ 地域における創業，ソーシャルビ

ジネス等の政策的な金融に取り組む

とともに，地域企業の持続的発展の

ため，金融のみではなく，セミナー

等と行政と共催し努力していきた

い。 

・ 自然の恵みを大切にし，消費する

のではなく活かす事業を行っていき

たい。 

・ 京都クオリティをプライドとして，

京都力あふれるサービスや製品づく

りにがんばりたい。 

・ 商店街での新しいイベント作りや

集客・空テナント等の問題を一緒に

５７  

 地域企業未来力会議等の活動をよ

り一層推進するため，「地域企業によ

る創造的活動の支援」として，「地域

企業相互の間及び，地域企業と大学，

文化芸術に関する活動を行う者等と

の間の連携及び交流の促進その他の

必要な措置を講じなければならない」

と規定します。 

 合わせて，平成３１年度から，地域

企業の様々なアイデアの実現に向け，

幅広い知見を持つコーディネーター

による助言，相談会の開催，企業間マ

ッチング等を行う「地域企業未来力創

出コーディネート事業」の実施を計画

しています。 

 地域企業の持続的発展に向けて，地

域企業の皆様に積極的な役割を果た
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主な御意見（要旨） 件数 御意見に対する本市の考え方 

進めて行きたい！ 

・ 旅館業として地域企業として，地

域の住民や児童の集会場でありたい

と考える。地域コミュニティの中心

地として存在し，利用されるよう事

業を進めてたい。 

・ 京都市の方と民間賃貸住宅部会で

住みやすい住宅をめざし，高齢・障

害の方の住居入居に取り組んでおり

ます。依頼人数多数お部屋の数が少

ない為，日々不足しております。も

っと京都市の方と取り組めたらと思

います。 

・ 業種を超えて連携し，「日本の伝統

を次世代につなぐ」ためのワークシ

ョップ開催をいろいろな場で行って

いけたらと考えています。 

・ 私共は，京都の歴史や文化を大切

にしながら，老舗の企業様には無い新

たな取組を行っていきたいと考えて

います。 

・ 行政の例えば，制度融資等に対し，

利子補給等の金融的支援について協

力していきたい。 

していただくとともに，本市として

は，引き続き，地域企業未来力会議等

を通じて，様々な連携の機会を創出し

てまいります。 

 

 

【その他】 

・ 家族経営を営む零細企業の実態・

調査や実質的な支援（補助金・助成

金など）を更に深めて頂ければ，よ

り実態に即した中身になると思いま

す。 

・ 子供達に地域企業の大切さをしっ

かりと教える場を作ってほしい。 

・ 京都はグローバルな街であり，そ

れらの資源（観光客等）を各地域に

まだまだリンク出来ていないのが実

情であり，世界から京都の地域へ，

また京都の各地域から世界へと広げ

ていけるモデルの構築が必要。 

・ 森林をいかに守り，自然災害から

街を守るか。 

・ 地域の企業が地域を作る。企業が

発展し地域に根差した活動しなけれ

１４  

 引き続き，地域企業未来力会議等を

通じて，様々な連携の機会を創出する

とともに，現場の皆様の声を反映した

実効性ある施策を検討，推進してまい

ります。 

また，条例の理念として，「事業を

通じて地域と共に発展」，「自助努力及

び地域企業連携の推進」，「多様な担い

手の活躍」を掲げ，「地域企業による

創造的活動の支援」として，地域企業

間，大学，文化芸術に関する者等との

連携及び交流の促進その他の必要な

措置を講じることを規定します。 

地域企業の持続的発展に向けて，地

域企業の皆様に積極的な役割を果た

していただくとともに，市民ぐるみ

で，地域企業の理念を一層広め，経済
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主な御意見（要旨） 件数 御意見に対する本市の考え方 

ばならない。 のみならず，地域全体の更なる発展に

つなげてまいります。 

 


